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【 誤 訳 訂 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 8月 3日 (2007.8.3)
【 誤 訳 訂 正 １ 】
【 訂 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 信 号 を 、 同 時 に そ れ ぞ れ の 電 力 レ ベ ル で 送 信 す る 通 信 機 器 を 動 作 さ せ る 方 法 で あ
っ て 、
　 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 を 、 該 信 号 の 電 力 の 総 計 を 所 定 の 最 大 送 信 電 力 レ ベ
ル に し て 同 時 に 送 信 し 、
　 受 信 信 号 に 応 じ て 、 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 の 送 信 電 力 を 低 減 し て 、 該
一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 と と も に 、 第 ２ の 所 定 の 電 力 レ ベ ル の 第 ２ の 信 号 又 は
第 ３ の 所 定 の 電 力 レ ベ ル の 第 ３ の 信 号 を 送 信 す る 方 法 に お い て 、
　 前 記 第 ２ の 所 定 の 電 力 レ ベ ル は 前 記 第 ３ の 所 定 の 電 力 レ ベ ル を 超 え る も の で あ り 、
　 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 の 送 信 電 力 の 低 減 は 、 前 記 第 １ の 信 号 と と も に
送 信 す る 信 号 が 前 記 第 ２ の 信 号 で あ る か 前 記 第 ３ の 信 号 で あ る か に 関 わ り な く 、 前 記 第 ２
の 所 定 の 電 力 レ ベ ル に 対 応 す る こ と 、
を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 は 第 １ の フ レ ー ム 又 は タ イ ム ス ロ ッ ト で 送 信 さ
れ 、 前 記 第 １ の 信 号 と と も に 送 信 す る 信 号 は 第 ２ の フ レ ー ム 又 は タ イ ム ス ロ ッ ト で 送 信 さ
れ 、
　 前 記 第 １ の フ レ ー ム 又 は タ イ ム ス ロ ッ ト の 境 界 は 、 前 記 第 ２ の フ レ ー ム 又 は タ イ ム ス ロ
ッ ト の 境 界 と 同 期 し て お ら ず 、
　 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 の 送 信 電 力 の 低 減 は 、 前 記 第 １ の 信 号 と と も に
送 信 す る 信 号 の 送 信 の 直 前 の 、 第 １ の フ レ ー ム 又 は ス ロ ッ ト 境 界 か ら 開 始 す る 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ の 信 号 は 肯 定 的 な 応 答 で あ っ て 、
　 前 記 第 ３ の 信 号 は 否 定 的 な 応 答 で あ る 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 、 ２ 、 又 は ３ 記 載 の 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 信 号 は 拡 散 ス ペ ク ト ル 信 号 で あ る 方 法 。



【 請 求 項 ５ 】
　 複 数 の 信 号 を 、 同 時 に そ れ ぞ れ の 電 力 レ ベ ル で 送 信 す る 通 信 機 器 で あ っ て 、
　 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 を 、 該 信 号 の 電 力 の 総 計 を 所 定 の 最 大 送 信 電 力 レ ベ
ル に し て 同 時 に 送 信 し 、 信 号 を 受 信 し 、 該 受 信 し た 信 号 に 応 じ て 該 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く
の 第 １ の 信 号 と と も に 第 ２ の 信 号 又 は 第 ３ の 信 号 を 送 信 す る た め の 送 受 信 手 段 と 、
　 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 及 び 該 第 １ の 信 号 と と も に 送 信 す る 信 号 の 送 信
電 力 レ ベ ル を 制 御 す る た め の 制 御 手 段 と 、
を 有 す る 通 信 機 器 に お い て 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 受 信 し た 信 号 に 応 じ て 、 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号
の 送 信 電 力 を 低 減 し 、 前 記 第 １ の 信 号 と と も に 送 信 す る 信 号 が 第 ２ の 信 号 で あ る 場 合 に は
該 送 信 す る 信 号 の 送 信 電 力 を 第 ２ の 所 定 の 電 力 レ ベ ル に 設 定 し 、 前 記 第 １ の 信 号 と と も に
送 信 す る 信 号 が 第 ３ の 信 号 で あ る 場 合 に は 該 送 信 す る 信 号 の 送 信 電 力 を 第 ３ の 所 定 の 電 力
レ ベ ル に 設 定 し 、
　 前 記 第 ２ の 所 定 の 電 力 レ ベ ル は 前 記 第 ３ の 所 定 の 電 力 レ ベ ル を 超 え る も の で あ り 、
　 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 の 送 信 電 力 の 低 減 は 、 前 記 第 １ の 信 号 と と も に
送 信 す る 信 号 が 前 記 第 ２ の 信 号 で あ る か 前 記 第 ３ の 信 号 で あ る か に 関 わ り な く 、 前 記 第 ２
の 所 定 の 電 力 レ ベ ル に 対 応 す る こ と 、
を 特 徴 と す る 通 信 機 器 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ 記 載 の 通 信 機 器 で あ っ て 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、
　 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 を 第 １ の フ レ ー ム 又 は タ イ ム ス ロ ッ ト で 送 信 し
、 前 記 第 １ の 信 号 と と も に 送 信 す る 信 号 を 第 ２ の フ レ ー ム 又 は タ イ ム ス ロ ッ ト で 送 信 し 、
　 前 記 第 １ の フ レ ー ム 又 は タ イ ム ス ロ ッ ト の 境 界 は 、 前 記 第 ２ の フ レ ー ム 又 は タ イ ム ス ロ
ッ ト の 境 界 と 同 期 し て お ら ず 、
　 前 記 一 つ 又 は そ れ よ り 多 く の 第 １ の 信 号 の 送 信 電 力 の 低 減 は 、 前 記 第 １ の 信 号 と と も に
送 信 す る 信 号 の 送 信 の 直 前 の 、 第 １ の フ レ ー ム 又 は ス ロ ッ ト 境 界 か ら 開 始 す る 通 信 機 器 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ５ 又 は ６ 記 載 の 通 信 機 器 で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ の 信 号 は 肯 定 的 な 応 答 で あ っ て 、
　 前 記 第 ３ の 信 号 は 否 定 的 な 応 答 で あ る 通 信 機 器 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ５ 、 ６ 、 又 は ７ 記 載 の 通 信 機 器 で あ っ て 、
　 前 記 信 号 は 拡 散 ス ペ ク ト ル 信 号 で あ る 通 信 機 器 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ５ か ら ８ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 機 器 と 、
　 前 記 通 信 機 器 と 通 信 を す る た め の 送 受 信 手 段 を 有 す る 他 の 通 信 機 器 と 、
を 有 す る 通 信 シ ス テ ム 。
【 誤 訳 訂 正 ２ 】
【 訂 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ４
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 い く つ か の シ ス テ ム で は 、 フ レ ー ム ま た は タ イ ム ス ロ ッ ト 境 界 な ど の 特 定 の 時 間 的 瞬 間
に お い て だ け 、 第 １ の 信 号 の 送 信 電 力 の 低 減 を 実 行 す る こ と が 可 能 で あ る 。 こ れ ら の 時 間

瞬 間 は 、 （ 単 数 ま た は 複 数 の ） 付 加 信 号 の 送 信 が 開 始 し な け れ ば な ら な い 時 間 に 一 致 し
な い こ と も あ り 得 る 。 こ の 問 題 を 克 服 す る 方 法 は 、 （ 単 数 ま た は 複 数 の ） 付 加 信 号 の 送 信
に 先 立 っ て 送 信 電 力 の 低 減 を 実 行 す る こ と で あ る 。
【 誤 訳 訂 正 ３ 】
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【 訂 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 Ｕ Ｍ Ｔ Ｓ の 場 合 、 動 作 規 格 は 、 ス ペ ク ト ル 拡 散 ア ッ プ リ ン ク 信 号 を 実 質 的 に 連 続 し て 送
信 す る こ と を 各 移 動 局 に 要 求 す る 。 こ れ ら の 信 号 は 、 シ ス テ ム に よ っ て 持 続 時 間 が 指 定 さ
れ る 連 続 し た フ レ ー ム ま た は タ イ ム ス ロ ッ ト に フ ォ ー マ ッ ト さ れ る 。 ２ つ の 信 号 が し ば し
ば 連 続 的 に 送 信 さ れ る が 、 こ れ ら は 専 用 物 理 デ ー タ ・ チ ャ ネ ル Ｄ Ｐ Ｄ Ｃ Ｈ （ ｄ ｅ ｄ ｉ ｃ ａ
ｔ ｅ ｄ  ｐ ｈ ｙ ｓ ｉ ｃ ａ ｌ  ｄ ａ ｔ ａ  ｃ ｈ ａ ｎ ｎ ｅ ｌ ） お よ び 専 用 物 理 制 御 チ ャ ネ ル Ｄ Ｐ
Ｃ Ｃ Ｈ （ ｄ ｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｔ ｅ ｄ  ｐ ｈ ｙ ｓ ｉ ｃ ａ ｌ  ｃ ｏ ｎ ｔ ｒ ｏ ｌ  ｃ ｈ ａ ｎ ｎ ｅ ｌ ） で あ
り 、 こ れ ら の 信 号 が 図 １ に 示 さ れ て い る 。 デ ー タ が な い と き は 、 Ｄ Ｐ Ｃ Ｃ Ｈ だ け が 送 信 さ
れ る 。 Ｄ Ｐ Ｄ Ｃ Ｈ お よ び Ｄ Ｐ Ｃ Ｃ Ｈ チ ャ ネ ル の 相 対 送 信 電 力 レ ベ ル Ｐ Ｄ お よ び Ｐ Ｃ は 、 与
え ら れ た デ ー タ ・ タ イ プ 用 の 一 定 の 電 力 比 を 維 持 す る よ う に 調 整 さ れ 、 そ れ ら の

（ ｃ ｏ ｍ ｂ ｉ ｎ ｅ ｄ  ｐ ｏ ｗ ｅ ｒ ） は 許 容 最 大 電 力 レ ベ ル Ｐ ｍ ａ ｘ を 上 回 ら な い よ う に
制 御 さ れ る 。 さ ら に 、 一 定 の 電 力 比 を 維 持 し て い る 間 、 Ｄ Ｐ Ｃ Ｃ Ｈ の 電 力 レ ベ ル Ｐ Ｃ は 、
閉 ル ー プ 電 力 制 御 機 構 に よ っ て 定 期 的 に 調 整 さ れ る 。
【 誤 訳 訂 正 ４ 】
【 訂 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 １ の 簡 略 版 で あ る 図 ２ を 参 照 す る と 、 基 地 局 Ｂ Ｓ は 、 高 速 ダ ウ ン リ ン ク ・ パ ケ ッ ト ・
ア ク セ ス Ｈ Ｓ Ｄ Ｐ Ａ （ Ｈ ｉ ｇ ｈ － Ｓ ｐ ｅ ｅ ｄ  Ｄ ｏ ｗ ｎ ｌ ｉ ｎ ｋ  Ｐ ａ ｃ ｋ ｅ ｔ  Ａ ｃ ｃ ｅ
ｓ ｓ ） を 使 用 し て パ ケ ッ ト ・ デ ー タ を 特 定 さ れ た 移 動 局 に 送 信 す る た め に 、 ダ ウ ン リ
ン ク を 使 用 す る 。 Ｕ Ｍ Ｔ Ｓ 規 格 の 下 で は 、 移 動 局 Ｍ Ｓ は 、 各 Ｈ Ｓ Ｄ Ｐ Ａ パ ケ ッ ト を 受 信 す
る 毎 に 、 例 え ば 巡 回 冗 長 検 査 （ Ｃ Ｒ Ｃ ） 評 価 の 結 果 に 応 じ て 、 肯 定 応 答 （ Ａ Ｃ Ｋ ） ま た は
否 定 応 答 （ Ｎ Ａ Ｃ Ｋ ） を 送 信 し な け れ ば な ら な い 。
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